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第 27 回北九州市 PCB 処理監視委員会議事要旨 
 
1 開催日時  平成 24 年 2 月 14 日（火）14：00～16：30 
 
2 開催場所  日本環境安全事業（株）北九州事業所 
 
3 会議次第 
（1）第 2期処理施設特殊解体室での天井材一部落下について 
（2）第 2期処理施設プラズマ溶融分解設備 2号機の試運転結果について 
（3）北九州 PCB 廃棄物処理施設の操業状況について 
（4）その他 
 
4 出席者 
（1）委 員 

浅岡 佐知夫 委員長        大庭 卓朗  委員 
是永 逸生  委員         嶋津 元彦  委員 
津田 潔   委員         成田 裕美子 委員 
古野 和彦  委員         吉永 耕二  委員 
 

（2）日本環境安全事業（株） 
事業部長                 榑林 茂夫 
北九州事業所長              牧田 泉 
北九州事業所副所長            高橋 誠治 
北九州事業所副所長            入江 隆司 
北九州事業所総務課長           田野 洋 
北九州事業所運転管理課長         岳田 正徳 
北九州事業所営業課長           高橋 隆 

 
（3）関係行政機関 

環境省産業廃棄物課長           廣木 雅史 
環境省産業廃棄物課課長補佐        鈴木 清彦 
北九州西労働基準監督署安全衛生課長    古屋 万蔵 
若松海上保安部警備救難課長        和田 卓也 
福岡県環境部廃棄物対策課長        古賀 直人 

 
北九州市 
環境局環境監視部長           山下 俊郎 
環境局環境保全課長           溝口 浩 
環境局監視指導課長            青栁 祐治 
産業経済局水産課長           中村 聖 
若松区コミュニティ支援課長       石川 伸夫 
消防局指導課              末次 勝貴 
消防局警防課主任            小川 真一 
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（4）事務局（北九州市） 

環境監視部産業廃棄物対策室長       水口 勝 
 
 
5 議事概要 
   【Ｑ＝質問、Ａ＝回答、Ｄ＝要望、Ｏ＝意見・感想】 
 
 
   会議に先だち、委員は、監視委員会の要綱に基づく施設立入りを行った。 
 
 
○委員長 
委員の皆さんは、先ほど第 2 期施設の特殊解体室へ立入りを行ったが、感
想は、次の議題 1と関係するため、後ほどお願いする。 
それでは、本日の議題に入る。議題 1として「第 2期処理施設特殊解体室
での天井材一部落下」について報告をお願いする。 
 
・〔資料 1〕を日本環境安全事業が説明。 
➢ 平成 23 年 8 月に、第 2期処理施設 1階の特殊解体室において、天井材が一
部落下した件で、原因と対策が報告された。 

➢ このトラブルによる PCB 等の施設外部への漏洩及び作業者への影響はなか
った。 

 
○委員 
Ｑ： 私達は 8 月 3 日の天井材落下について、現場でパネルによる説明を
聞き、レベル 3 の特殊解体室入口でその天井を見たところである。よ
く理解できたが、質問を一つさせてほしい。 
資料 1 の 3 ページの「特殊解体室 天井内計測結果」に、温度が立
派に書かれているが、天井内の露点をどのように計測したか説明をお
願いする。 

 
○JESCO 
Ａ： 露点は計算値であり、実際に測定したのは天井内の温度と湿度であ
る。直接はその二つを測定し、露点を計算しグラフ化したものが、図
の赤い線である。 

 
○委員 
Ｑ： 特殊解体室の室内温度は 15 度ですよね。天井裏の湿度は何％か。 

 
○JESCO 
Ａ： 湿度は図にはグラフ化していないが、結構高く、80％ぐらいである。 
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○委員 
Ｑ： 「ぐらい」の湿度管理なのか。 

 
○JESCO 
Ａ： 湿度は直接測定しているので、本来は傾向がわかるようグラフ化で

きるのだが、この図では省略している。 
 
○委員 
Ｑ： 天井内の露点は、計算してグラフ化したのですね。 

 
○JESCO 
Ａ： そのとおり、露点は計算値である。 

 
○委員 
Ｑ： 対応として隙間をなくしたということだが、湿度の高い空気がどこ
から来たかが、若干問題ではないかなと思う。つまり、コンクリート
はだいたい硫酸カルシウムが主成分なので、コンクリートの壁からは
数十年ぐらい経つと、湿度や水分が出てくると言われている。だから、
湿度の高い空気がその水分から来たのか、あるいは外から何らかの空
気の流れがあったのかということになる。私から見たら、これは応急
処置のような感じがするが、このような処置でかなり長い時間、再発
しないのかどうかを伺いたい。 

 
○JESCO 
Ａ： 現場でも説明したが、特殊解体室はレベル 3であり、第 2期施設の
中では一番中央に配置された部屋で、回りに別の部屋がある。具体的
には、中間処理室や仕分室、基幹物流室という部屋である。いずれも
レベル 2又はレベル 1ということで、レベル 3より低いレベルのとこ
ろである。 
特殊解体室はレベル 3 なので、圧力的に一番低くなっており、マイ
ナス 70 パスカルである。大まかに、レベル 2はマイナス 40 パスカル、
レベル 1はマイナス 20 パスカルぐらいである。圧力は自動的に常時コ
ントロールされているが、部屋にはどうしても隙間があるので、特殊
解体室に入った空気は、ほかのレベル 1又はレベル 2の部屋を伝って
入ってきたということになる。さらに、そのレベル 1、レベル 2 の部
屋では、外気から空気をファンで吸い取っており、外気が特殊解体室
まで間接的に入ってきていることから、外気の湿度が高ければ、天井
裏の湿度も高くなると考えている。 

 
○委員 
Ｑ： 装置的には大変と思うが、流入する外気の湿度を下げることは考え
ていないのか。つまり、レベル 3 の負圧にしている関係で、最終的に
は、活性炭の方にそして屋外の方に引かれていると思うが、そうする
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と結局は出ていく空気の分だけ、どこからか空気が入っているわけで
すよね。その空気をコントロールすることは考えていないのか。 

 
○JESCO 
Ａ： 特殊解体室の周囲の部屋はレベル 1やレベル 2で、そこに供給する
空気には特にエアコンというかチラーは付いていない。特殊解体室は
マイナス 15 度ということで、吸引ファンにチラーが付いており、そこ
で冷却や除湿をやっている。 

 
○委員 
Ｑ： 特に夏季のシーズンなど、外気と内気の差があまりにもひどい時の
天井の含水率を、来年また経過観察することは可能か。 

 
○JESCO 
Ａ： 不可能ではないが、今日現場をご覧いただいたように、天井が非常
に高い。天井裏で測定を行うためには、いろいろな足場をつくらなけ
ればならないため、現在のところ予定していない。 

 
○委員 
Ｑ： 一度、測定した方がいいのではないか。先ほど、「徹底的に点検され
ていると考える」と言われたが、本当にそうかどうか、もう一回きち
んと測定した方がいいと思う。 

 
○JESCO 
Ａ： この露点を見ていただくと、対策後もまだ非常に振れている。湿度
をパーセントで表示すると、100％近くになったり下がったりしている
ため、天井裏を密閉化しようと考えている。そうすれば、外の影響は
全くなくなると考えている。施工会社は、「90％密閉したので、残り
10％の空気の流通があっても、天井材がもう落ちることはない」と言
っているが、完全ではないと考えている。実は、今度の 5 月に 2～3
週間ぐらいかけて、もう一度、徹底的に塞ごうと考えている。 

   このグラフは、天井裏に温度と湿度を測る装置を置き、電池が尽き
るまで無線で数値を送りながら仕上げた。電池が切れこの段階で止ま
っているので、5月の工事の時に電池を入れ替え、3か月間測ろうと考
えている。 

 
○委員 
Ｑ： この事故で、天井裏から 1 メートル近くの大きなものが剥がれ落ち
たということだが、原因を追及した結果、どこがおかしかったのか。 
それから、途中でお聞きしたビスは非常に小さなものなので、それ
が本当にどれだけ効果が出ていたのか。そのような補強材としての役
目等がよくわからなかった。 

   このような事故が起きて、原因究明した結果、本当に悪いところを
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改善した点を教えてほしい。今お聞きした中では、この天井材が落ち
ているとしか言えないだけだが、その辺はどうなのか。ビス止めが落
ちたことにつながったのであれば、そのビスの強さや効果はどうだっ
たかや、ビスがどうしておかしかったのかということを対策の中に入
れなくていいのか。その辺のところがよくわからなかったので、教え
てほしい。 

 
○JESCO 
Ａ： 3 ページの一番上の対策②に、「含水率が 2％以上の天井材を新品に
交換した」と書かれているが、2％を決める時、実際にビスがどのぐら
い保持力があるかを実験で確かめ、それと天井材の含水率との関係を
机上で再現した。そうして、ビスの保持強度を確認したということに
なるかと思う。 

 
○委員 
Ｏ： 隙間対策ということで立入りをさせていただいたが、「ここはこうし
てる」という話を聞いても、素人であるため、「そうですか」としか言
いようがない。どう言っていいかわからないが、事業所の方は、やっ
ぱり常に危機意識を持って事故対策にあたっていただきたい。 
 去年の 8月 2日の監視委員会で、「北九州事業所は事故が少ない」と
いうような発言が出たような気がする。その明くる日に、こんなこと
が起きるということは、納得いかない。日ごろから危機意識をもって、
事故がないようにしていただきたい。 

 
○委員長 
Ｑ： まとめの質問をさせていただきたい。負圧システムをもう一回確認

したいのだが、結局、負圧とは入ってくる大気の量と出ていく量のバ
ランスの話だと思うが、それがどういう設計になっているかを教えて
いただきたい。なぜかというと、シール性を高めれば高めるだけ、入
ってくる量が異なってきますよね。だから、その設計がどうなってい
るのかを説明していただきたい。 

 
○JESCO 
Ａ： 天井裏のリークとは別のところに、圧力を調整するバルブみたいな
ものが部屋と部屋の間に何ヶ所かあり、それによりレベルの違う部屋
の差圧をコントロールしている。 

 
○委員長 
Ｑ： そうすると、入力の空気の量はコントロールされているんですね。
それに対してシール部分の空気の量は、現在どのくらいの割合を占め
ているか。ほとんど無視できるのか。 
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○JESCO 
Ａ： 天井裏のリークは、ほとんど無視できる量だと思っている。 

 
○委員長 
Ｑ： 無視できる量として設計されているわけですね。そのような漏れに

関わらず、レベル 3 の負圧システムが設計・維持されているという理
解でいいか。 

   それから、レベル 3 に関するセーフティネットについて、今回の事
象はレベル 3 の安全性に関わるトラブルだと思うが、今回の事象に対
しどのように検証したかを教えていただきたい。 

 
○JESCO 
Ａ： 天井材が落ちた後、部屋の作業環境の測定を行うとともに、セーフ
ティネットのオンラインモニタリングで常時監視を行い、異常がない
ことを確認した。 

 
○委員長 
Ｑ： 空調システムで生じた結露というか除湿で生じた水が、どのように
処理され、室内で循環しているのかを教えていただきたい。 
空調システムでは、結露は全く遮断されているのか。それとも、外
から外気や冷気を入れているのか。 

 
○JESCO 
Ａ： 先ほど申し上げたように、特殊解体室については、吸引ファンのと
ころにチラーが付いており、そこで水のドレーンを回収し、系外に排
出している。 

 
○委員長 
Ｑ： ドレーンはレベル 3の中か。それとも外か。 

 
○JESCO 
Ａ： レベル 0である。 

 
○委員長 
Ｑ： レベル 0にあり、遮断されているのですね。 

 
○JESCO 
Ａ： そのとおりである。 
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○委員長 
それでは、議題 1に関連して、「他事業におけるトラブル事象」について報

告をお願いする。 
 
・〔参考資料〕を日本環境安全事業が説明。 
➢ 参考として、平成 23 年に他事業の監視委員会等で報告されたトラブル事象
が報告された。 

 
○委員 
Ｑ： 東京では、平成 23 年 1 月から 3月までコンデンサ関係のトラブルが
続き、平成 23 年 7 月と 9月も、コンデンサ関係のトラブルだろうと思
うが、この辺りについては、もう全部、対応が終わったと理解してい
いのか。 

   もう一つ北海道については、事実上、全部は処理されず、今は試験
の段階だと思うが、この試験期間中でもかなり起こっているので、こ
の点について何か特別な対応ができているのか。特に北海道の場合は、
東北関係のいろいろな PCB の処理を行うことになっているし、この前
の震災の時も PCB がかなりわからなくなった、どこかに流れていった
ということも聞いたので、その点についてどう対応ができているのか。 

 
○JESCO 
Ａ： まず東京のコンデンサの破砕エリアからの排気であるが、排気中の
PCB 濃度が、オンラインモニタリングで基準に近い値を計測したため、
活性炭の確認等を行ったわけである。その後、活性炭の詰め方の状況
や交換頻度等を確認し、問題は生じていない。同じようなことが起こ
らないよう定期点検などの際、十分注意して見るようにしている。 

   それから北海道に関しては、震災以降、被災地域から運ばれてくる
ようなものもあるが、屋内できちんと保管されていたトランスやコン
デンサなどが運び込まれており、適正に処理が行われている。 

   それから小さなトラブルではあるが、一つ一つのトラブルについて、
どういった問題があるかを確認し、対策をとった上で、対応している。
例えば、8 月 27 日の解体作業員の軽度熱中症の発症というところで、
北海道でも防護服を着て作業すると体調不良となり問題が起きたこと
があった。同様のことが大阪でもあったので、昨年夏に熱中症への注
意等を行った。起こった問題は、それぞれ別個のように思える場合も
あるが、原因をしっかり把握した上で、情報交換しながら、ほかの事
業所にも生かしている。 

 
○委員長 
Ｑ： 東京事業所では、活性炭の性能低下により PCB 濃度が上昇したため
インターロックが作動したトラブルが特に頻繁に起こっている。この
システムは北九州事業所でも採用しているのか。 
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○JESCO 
Ａ： 東京だけがインターロックをかける仕組みになっている。 

 
○委員長 
Ｑ： 東京事業所だけがこのようなシステムを採用し、北九州はそうでは

ないシステムを採用している理由を説明していただきたい。 
 
○JESCO 
Ａ： 東京事業所にあまり詳しくないが、東京ではもともと排気出口で測
っていたため、それ以上は絶対に超えることが許されない。だから、
インターロックをかけるのは、もともとの設計である。その後、それ
では危ないということで、北九州などでは出口前のセーフティネット
の活性炭前で測っている。だから、もしそこで超えたとしても、後の
活性炭がきちんと取ってくれるシステムになっている。そもそもの設
計が違っていたのだが、東京でもそれでは危ないということで、北九
州と同じくもう一つ前でも測ろうという改造を行ったと聞いている。
このインターロックがどこで働いたか。最後か前かはわからない。 

 
○委員長 
Ｑ： インターロックが作動するということは、PCB 濃度はオンラインで
測っているということか。北九州では、オンラインで測っていないの
ではないか。 

 
○JESCO 
Ａ： オンラインで測っている。 

 
○委員長 
Ｑ： その辺を詳しく説明していただきたい。 

 
○JESCO 
Ａ： オンラインといっても四六時中ということではなく、1 台の機械で
数か所を一緒に測っている。時間ははっきりわからないが、例えば 5
分測ると次に 5分とか、そのような仕組みで 1時間後にまた戻ってく
るものである。 

 
○委員長 
Ｑ： 自動サンプリング装置を使っての測定ということですね。 
   それともう一つ、この活性炭の充填不具合という話は北九州でもあ
ったと思う。「活性炭の充填不具合も考慮し、東京での事象に対応した」
との説明が先ほどあったと思うが、充填不具合はそれほど頻繁に起こ
るのか。 
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○JESCO 
Ａ： 北九州の例を監視委員会で話したかどうかはわからないが、北九州

のコンデンサラインの排気でも、セーフティネット前のオンラインだ
が、規制値に近い値が出ることがあった。その前に小さな活性炭の層
があるが、その充填がうまくできなかったので、一昨年の 11 月、根本
的に構造を変えた。それ以来、そのような事象が全く起きなくなった。
北九州の場合は詰めるのが非常に難しい構造だったが、活性炭を詰め
る作業を誰がやっても簡単にできるような構造に変えたので、ほかの
事業所でもそのようなことはあるのではないかなと思う。 

 
○委員長 
Ｑ： ということは、東京ではそのような改造や改善を 23 年度になっても
行っていないということか。 

 
○JESCO 
Ａ： その辺は後日確認してお答えする。 

 
○委員長 
Ｏ： よろしくお願いする。いずれにしても、北九州では一昨年度かその
前かにこの問題は解決されているということで、確かそのような事象
があったと記憶している。 

 
○委員長 
続きまして、2番目の議題である「第 2期処理施設プラズマ溶融分解設備 2
号機の試運転結果」について報告をお願いする。 
 
・〔資料 2〕を日本環境安全事業が説明。 
➢ 第 2 期処理施設プラズマ溶融分解設備 2号機について、試運転結果（平成
23 年 8 月～：非 PCB 廃棄物負荷試運転、平成 23 年 9 月～：PCB 廃棄物負荷
試運転）が報告された。北九州市の行政手続きが完了したことから、平成
24 年 1 月から操業を開始した旨、報告された。 

 
○委員 
Ｑ： ただいまの説明はよくわかった。資料 2の 8 ページと 9ページの予
備性能試験と引渡性能試験の測定結果について、排気測定結果の数字
を見ると、処理効果として周辺環境に影響を与えない、ほとんど完璧
な PCB 処理が可能であるというように理解したが、分析の精度管理や
精度保証がきちんと実施されていることの証明書などはあるのか。 

   2 番目は、正確なデータを元に判断が必要となるので、同じ判定条
件で採取した測定サンプルを、別の機関でも分析するなどのクロスチ
ェックはどのようにしているのか。 

   3 番目は、測定を実施した際の条件が実態を正しく反映しているか
どうかのチェックはどのように行ったのか。 
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○JESCO 
Ａ： 分析は外注で行い、そこから正式な証明書をすべてもらっている。 
   それから、分析は複数の機関で行ったかという質問だが、先ほどは

外部分析と言ったが、それとは別に JESCO でも内部分析を行っており、
それと比較している。 

   3 点目については、試験のやり方を少し説明しなければいけないが、
3 日間とか 4 日間など長い時間をかけてサンプリングや分析を行って
いるため、実際の溶融に近い状態を再現しているものと考えている。 

 
○委員長 
Ｑ： ポイントだけ確認したいのだが、1 号機と 2 号機は性能等は変わら
ないのですよね。改造した点や変更した点はあるのか。 

 
○JESCO 
Ａ： いわゆるプラズマ本体の分解炉のところは、1 号機も 2 号機も全く
同じである。排気処理系も基本的なところは全く同じである。 
変えたところは、前回の監視委員会でも説明したが、固形物を搬送
するところである。排気系にバグフィルターがあり、そこから一部残
さが出てくるのだが、その固形物を搬送するシステムを環境改善とい
うことで少し変えたぐらいで、ほかは全く同じである。 

 
○委員長 
Ｑ： 変えた部分の試運転結果をもう一回簡単に説明してほしい。 

 
○JESCO 
Ａ： 変えた部分は、先ほど述べたように、物を搬送する役割のところに
なる。資料 2の 5 ページで、処理性能の上の表の一番下のプラズマ固
形物の搬送工程のところが、今回のプラズマ 2 号機で新たに採用した
システムである。機能としては、固形物を搬送するので、搬送能力と
して 500kg/h 以上を確認した。 

 
○委員長 
Ｑ： 500kg/h 以上を確認したということでは、確認にならないのではな
いかと思う。実際の値はいくらだったのか。 

 
○JESCO 
Ａ： 今は手元にないが、920kg だったと思う。 

 
○委員長 
Ｑ： そのような値は、本当は入れるべき数値ではないかと思う。処理時
間の方は、63.3 時間以内の目標に対して 51 時間 18 分と報告されてい
る。 
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○JESCO 
Ａ： すみません。そのとおりである。 

 
○委員長 
続きまして、3番目の議題である「北九州 PCB 廃棄物処理施設の操業状況」
について報告をお願いする。 
 
・〔資料 3-1、3-2〕を日本環境安全事業が説明。〔資料 3-3〕を北九州市が説明。 
➢ 平成 24 年 1 月末現在の受入台数、処理台数等が報告された（資料 3-1）。 
➢ 日本環境安全事業から、環境モニタリング結果について、周辺環境・排出
源ともに、全て環境基準等に適合していた旨、報告された（資料 3－2） 

➢ 北九州市から、平成 22 年度環境モニタリング結果について、周辺環境・
排出源ともに、全て環境基準等に適合していた旨、報告された（資料 3－3） 

 
○委員 
Ｑ： 資料 3-1 の廃棄物の受入状況だが、平成 23 年 12 月から平成 24 年 1
月の北九州市の受入数が非常に低い。全般的に処理は順調に進んでい
るという説明だが、北九州市に限って受入数が低いのは、どういうこ
とか。 

 
○委員長 
Ｑ： 平成 22 年度までに、ほぼ処理が終わっているということか。 

 
○JESCO 
Ａ： 搬入と処理の時期は、だいたい 1 ヶ月ぐらいずれている。コンデン
サについて、12 月に 906 台だったのが 1 月に 616 台となったのは、1
ヶ月分を持ち越してしまった分がずいぶんあり、搬入の方を少し控え
たということである。 

   資料 3-1 の 3 ページを見ていただくと、コンデンサについて、12 月
は 614 台の処理に対し、906 台も受け入れているので、300 台もオーバ
ーした。そのため、1 月は搬入を 616 台に控え、その代わり 888 台を
処理した。 

   今年度は 20 数台出てきたが、北九州市が少ない理由としては、普通
に出してもらえるところは、もうほとんどなくなってしまっていると
いうことである。JESCO に登録されているものの処理率では、北九州
市に登録されているトランスは 81％、コンデンサは 92％であり、8％
が残っているが、これは経済的な理由が大きいのではないかと思う。 

 
○委員 
Ｑ： 2 期施設のプラズマ溶融炉が 1 月から稼働しているという説明を聞
いたが、稼働率は何％で今も稼動しているのか。 
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○JESCO 
Ａ： 稼働率には二つの見方があり、時間的な稼働率と処理能力の稼働率

の 2種類がある。 
1 日あたりの決めた時間にどのくらい処理能力があるかという稼働
率は、ほぼ 100％近いということである。 
時間的な稼働率については、数字が手元にないが、プラズマの炉内
に耐火材が入っており、この補修が定期的に必要となるため、年間
100％にはいかない。今朝も補修している状況なので、稼働率としては
80％とかそんなところにしかならない。 

 
○委員 
Ｑ： 操業状況について、表を見ると中小企業の割合が少しわかりにくい
と思う。今までの操業全体でいいので、どの程度の中小企業が処理を
依頼してきたかを教えてほしい。 
また、中小企業への 7割の補助は、まだ行われているのか。 

 
○JESCO 
Ａ： 環境省の方針で、23 年度と 24 年度は、中小企業への重点取組み期
間とされている。 
広域調整協議会で決めた重点搬入計画では、北九州市内や福岡県内
は優先地域とされており、JESCO の方で中小企業に声掛けし、処理を
促進している。ほかの 16 県についても、重点搬入期間に合わせ、県の
方から中小企業に声掛けし、処理を促進している。 

   処理台数のデータを持ち合わせていないが、概ね 17 県の処理総数で、
6 割から 7 割ぐらいまでがすでに処理されたものと考えている。予定
よりもプラスアルファ分が進んでいる状況と考えている。 

   それから中小企業への 7割の補助制度は、現在も行われている。 
 
○委員 
Ｑ： 北九州市役所の地下に確か大きなコンデンサがあると聞いたことが
あるが、それはもう処理したのか。 

 
○北九州市 
Ａ： 本庁舎地下に大型のトランスが 3 基あるが、この中に入っていた絶
縁油は抜き取りをして、処理はもう終わっている。現在、何が残って
いるかというと、胴殻というか側（がわ）が残っている。 

   トランスの処理について財政当局に予算要求したが、今は安定器の
処理が進んでいる関係で、そちらの予算が付いている状況であり、新
たな予算は付けていただけなかった。 

   繰り返しになるが、市の所有している PCB 廃棄物については、適宜
処理が進行しているので、どこかの時点で確実に処理ができるものと
思っている。しかし、いつの時点で処理が完了するかは、今の時点で
はわからないというのが正直なところである。 
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○委員 
Ｑ： 市がなくならないのに、中小企業に早くしろというのは、いかがな

ものか。 
 
○北九州市 
Ａ： お言葉の趣旨はよくわかる。財政当局にも市が模範を示さないと誰
も付いて来ないという話はしたが、財政が厳しい折なので、なかなか
財布が硬いという状況である。おっしゃるとおり、いつまでも残すわ
けにいかないので、私どもは毎回チャンスがあるごとに、予算要求を
続けてまいりたいと思っている。 

 
○北九州市 
Ａ： 財政との間ではすでに予算的な話は済んでおり、年度計画できちん
と担保していただいている。本庁舎地下のトランスについても、お金
の出所は一緒なので、早期に処理したいと考えている。 

 
○委員長 
Ｑ： 今の話に関して確認するが、油を抜き取っただけで、扱いとしては
相変わらず PCB 汚染物の状態なのか。内部洗浄という方法は採れない
のか。 

 
○北九州市 
Ａ： 抜き取った際、精密な洗浄ではないが、基本的な洗浄作業は行って
いる。ただし、地下 3 階の奥に入っている関係でばらすこと自体が難
しい場所なので、中の状況の確認ができていないということである。 

 
○委員長 
Ｏ： できるだけの処理はしたが、相変わらず PCB 汚染物として対応せざ
るを得ないということですね。 

 
○JESCO 
Ａ： 今の件で補足するが、JESCO の方の事情もあったということを説明
させていただきたい。 
当初から北九州市役所のものは最優先ということでやってきたのだ
が、この大型トランスだけは、当初の 1 期施設で受け入れができなか
った。運搬ができないなど、いろいろな技術的な問題もあった。市と
緊密に話し合い、どのようにして持って来るかというところまでは合
意に達したが、現場で部品を外し、それを JESCO の方で処理すること
ができなかったということである。 

   2 期施設では特殊解体室ができたことで、どのようなものが来ても
ほとんど処理ができるようになった。そのため、2 期施設が開始した
平成 21 年 6 月以降は、ほぼ処理ができるということで、どうやって持
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って来るかの相談を進めてきたところである。 
 JESCO の方では処理困難物という言い方をしているが、特に大型ト
ランスで処理困難というのは、JESCO の技術が未熟だから困難という
ものと、搬出が難しいから困難という二つがある。今はどちらも解決
しながら進み始めた段階である。 

 
○委員長 
Ｑ： コンデンサ処理の稼働状況について確認するが、VTR 設備の設計上
の処理能力に対して、現在どのくらいの稼働率が確保されているかを
教えてほしい。 

 
○JESCO 
Ａ： 稼働率というのは、時間的な稼働率のことか。 

 
○委員長 
Ｑ： 処理量のことである。 

 
○JESCO 
Ａ： 当初設計の処理量は、1バッチあたり 1,260kg とされている。 

 
○委員長 
Ｑ： 時間あたりの処理量で答えてほしい。1 年間にどれだけ処理を行う
設備を建設し、実際にはどれだけ処理ができているかを、パーセンテ
ージで教えてほしい。 

 
○JESCO 
Ａ： パーセントにするのは難しいが、1バッチの設計が 1,260kg であり、
それをだいたい 38 時間から 40 時間かけて処理する設備であったもの
を、小改造したことで、現在は 1,600kg、最大 1,800kg まで処理でき
るようになった。時間が 2 割ぐらい長くかかるようになったが、一度
に処理する量が大きいほど、段取りや卒業判定試験などの回数が少な
くなるので、時間あたりの処理量は増えたということである。 

 
○委員長 
Ｑ： 1 年間あたり処理量は増えたのか。それとも減ったのか。 

 
○JESCO 
Ａ： 処理能力としては増えた。 

 
○委員長 
Ｑ： パーセンテージで、設計よりどのくらい増えたのか。 

 
○JESCO 
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Ａ： 設備の稼働状況については、先ほど説明したタールの問題など、根
本的な問題を少し抱えているので、時間の稼働率としては 8 割ぐらい
である。一方で、バッチ処理における投入重量は、1,260kg が基本ベ
ースだったものが 1,800kg ぐらいに上がっているので、処理量の稼働
率は 120%から 130%ぐらいに上がっている。従って、80%と 120%を相殺
すると、ほぼ設計以上のものが処理できるようになっている。 

 
○委員長 
Ｑ： この問題は非常に重要で、結局は何年かけたら処理が終わるのかと
いう問題にもかかわるので、きちんと答えていただきたい。今後処理
する予定量がこれだけあり、今の稼働状況を維持すれば、いつ処理が
終わるかの答えを出していただきたい。今はそれが一番問題になって
いると思う。 
まず、コンデンサに関して答えていただきたいが、先ほど説明があ
ったようにタールが吸着した活性炭の処理が新たに必要となったこと
で、処理できず貯蔵した量がありますよね。それは何日分が貯蔵され
ているかを教えていただきたい。 

 
○JESCO 
Ａ： 貯蔵量というのはコンデンサのことか。 

 
○委員長 
Ｑ： 活性炭のことである。タールが吸着した活性炭について、処理に何
日かかる量を貯蔵しているのか。 

 
○JESCO 
Ａ： 廃活性炭は、ドラム缶で月間 30 缶ぐらい発生する。処理技術が向上
したため、現状は発生量のほとんどが処理されるところまできている。
以前は、処理技術が完璧には確立されていなかったので、どんどん増
えていき、現在はドラム缶 300～400 缶ぐらいの在庫を持っている。 

 
○委員長 
Ｑ： 現在 1日に何缶を処理しているのか。 

 
○JESCO 
Ａ： 月間 30 缶である。 

 
○委員長 
Ｑ： そうすると、在庫量約 400 缶は何年分の処理量となるか。 

 
○JESCO 
Ａ： 約 1年半である。 
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○委員長 
Ｑ： 1 年ないしは 1 年半分が貯まり込んでるという話ですね。貯めてい
るところのレベルは 1ですよね。 

 
○JESCO 
Ａ： 保管場所の基幹物流室はレベル 2である。 

 
○委員長 
Ｑ： レベル 2 に貯めているのですね。このようなものを貯めた時は、作
業環境の測定を行っているのか。 

 
○JESCO 
Ａ： 定期的に実施し、問題がないかを確認している。 

 
○委員長 
Ｑ： 貯蔵中に環境中の PCB レベル等が上がることはないのか。 

 
○JESCO 
Ａ： 今のところ問題となるようなレベルには達していない。 

 
○委員長 
Ｑ： プラズマの稼働率についても、先ほどのコンデンサの処理と同じよ

うに、年間稼働した際の実際の処理量と設計処理量との関係をお答え
いただきたい。 

 
○JESCO 
Ａ： 年間というような長期について、今年度 4 月以降の上期は、二度の
トラブルがあった関係で、操業日数で計画の 3分の 2程度しか稼動で
きなかったが、10 月以降の下期は、ほぼ計画どおりの日数を確保して
いる。 
処理能力については、プラズマ 1 号機に関して、直近データで設計
能力の 85％前後が月間平均値としてとられている。2号機に関しては、
昨年 12 月に総合試運転を行った関係で 1月のみのデータだが、日数は
計画どおり、処理能力は設計値に対し 98％となっている。しかし、実
際は、処理を行う物の品種ごとに設計能力の達成が難しいものや比較
的容易なものまでいろいろあるので、毎月の溶融内容で処理能力が変
動してしまうということである。 

 
○委員長 
Ｏ： なるべく確実に市民の皆さんに実際の処理状況を伝える必要がある
と思う。今の運転状況のままでいくと、コンデンサの処理、VTR 処理、
プラズマ溶融処理は、実際にはいつまでに終了するのかをきちんと言
って、その度々の稼働状況に合わせ予測していただきたい。それが特
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に重要ではないかと思う。新たに処理しなくてはならないものが出て
きた時も、処理がどのくらいで終了するのかという話がついて回ると
思う。少なくとも、これは新聞でも大変話題になっている事項なので、
早急にきちんと対応してほしい。 
やはり北九州市も、きちんと見ていただきたい。そこは監視委員会
の仕事ではないと思う。結果の報告を受け、皆さんの前に情報公開す
ることが、我々の立場ではないかと思っている。市と JESCO の間で、
きちんと処理していただきたいというお願いである。 

 
○委員長 
続きまして、最後の議題である「その他」について報告をお願いする。 

 
・〔追加資料(1) 、(2)〕を環境省が説明。 
 
○環境省 
検討委員会の全体を説明する前に、前提条件について簡単に述べたい。 
これまでの北九州市におけるJESCO事業は、地元の北九州市や福岡県、関係
者のご理解ご協力のもと、九州・沖縄、中国、四国17県の広範な地域から、
トランスやコンデンサ、安定器等のPCB廃棄物が順次受け入れられており、他
地域に比べ着実に処理が進んでいるのではないかと考えている。改めて、皆
様方に感謝申し上げる。 
 北九州事業所を始め全国5か所の事業所では、平成28年7月の期限内に処理
を完了させるべく懸命に取り組んでいるところであるが、このまま推移した
場合、全国すべての地域において期限内に完了するかどうかは、正直なとこ
ろ厳しいと言わざるを得ない状況である。 
 このような中、なるべく早期に全国のPCB廃棄物の処理を進めるにはどうす
べきかとの観点や、PCB特別措置法の附則に「施行後10年が経過した時は、施
行状況について検討を加える」との規定があったこともあり、平成23年10月
に検討委員会を設置した。これまで4回、ほぼ月1回のペースで会議を開催し、
議論が進められているところである。 
 PCB廃棄物の処理を進めるにあたっては、何より安全・確実を第一に処理を
進めることが重要なのはいうまでもない。また、地域の方々のご理解をいた
だくため、情報提供や公表を適切に行っていくことが大事であると考えてい
る。 
 このような観点から、この監視委員会においても、検討委員会の状況を報
告したいと思っていたが、昨年10月に設置して以降、残念ながら報告する機
会がなかったことをお詫び申し上げる。検討委員会における検討結果は、平
成24年夏頃にとりまとめていきたいと考えている。 
 環境省としては、検討結果を踏まえ、処理の早期完了を図るため何らかの
措置が必要と判断した場合は、北九州を始めとしてJESCO事業所が立地する自
治体に対し、改めて丁寧に説明を行うととともに、緊密なコミュニケーショ
ンを図りながら、いろいろとお願いしたいと考えている。 
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いずれにしても、これまでの検討状況について、皆様方にご報告させてい
ただきたいと考え、参った次第である。 
 
○環境省 
 追加資料を２種類配布している。まずカラーの資料について説明する。 
検討委員会では、①、②、③の三つに分けて議論を行っている。 
 ①の高圧トランス・コンデンサ等とあるのが、JESCOで処理している高圧ト
ランス・コンデンサのことであり、JESCOが全国5か所で化学処理しているも
のである。全国ベースで概ね3割程度の処理が完了したところである。 
 ②の安定器等・汚染物は、プラズマ溶融分解設備で処理しているものであ
る。汚泥等の一部汚染物は、処理がまだ開始されていないが、汚染物も含め
て一緒に議論している。現状は、北九州事業所のみが稼働しており、北海道
事業所では建設中となっている。 
 ③の微量PCB汚染廃電気機器等は、いわゆる微量汚染物であり、平成14年に
判明したものである。JESCOでは処理していないため詳しくは説明しないが、
10ppmなどと低い濃度で汚染されているトランスやコンデンサが世の中にか
なり存在している。 
 下のスライドでは高圧トランス・コンデンサ等の概要を説明しているが、
まずは検討しているところである。（1）の処理の現状は、想定より進捗が遅
れており、全国規模でトランス類35％、コンデンサ類25％となっている。こ
の進捗率には、JESCOに登録されていないものを分母に入れているため、監視
委員会での報告と異なっているかもしれないが、北九州事業所は全国よりも
高い進捗率となっている。何年に何パーセントという詳細な進捗計画は国の
方でもつくっていなかったが、平成28年の処理期限を考えると想定よりも遅
れている。 
（2）の原因では、主なものを3点書いている。①の処理物の多様性、複雑
性とは、特にトランスなど一つ一つの形状が違うということである。上のス
ライドに写真があるが、形状が一つ一つ違っているため、画一的な処理では
なく、搬入後に何回ぐらい洗うかなどを検討しながら処理を行っており、処
理に時間がかかる要因となっている。②の化学処理を用いた処理システムと
は、部材ごとにばらしてそれぞれを洗浄していくということである。前処理
の部分は濃度を下げたり洗浄したりする工程が多段階になっているが、処理
を開始してみたらここが少しうまくいかないことなどが発見されたため、そ
こを改善しながらやっている。立ち上げ当初を中心に、この辺りで時間がか
かったということである。③の労働環境の制限は、日本特有かもしれないが、
ダイオキシン類の課題があり、作業時間が制約されてしまったものである。
日本ではかなり大きな社会問題になったこともあり、労働環境が非常に厳し
く設定されている。普通の一般大気の4～5倍ということで、ほかの物質より
もダイオキシン類の作業環境や労働者の基準は非常に厳しくなっている。こ
れはある程度想定されていたのだが、処理をしてみるとPCBがかなり揮発する
ため、一人あたり1日数時間しか作業ができない。そのような労働者の安全対
策にもJESCOは力を入れている。作業時間や作業上の制約なども処理が遅れる
原因と考えている。 
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 このまま新たな対策を導入しない場合、処理期間は事業所ごとに異なるが、
平成30年から49年までとなる。このうち北九州は平成30年までかかってしま
うだろうということで、対策を検討しているところである。 
 （3）の今後の主な対策での①は律速工程の改善。これは不断の努力で今も
行っているが、今後も続けていく。それから処理施設の改造や一部改造を行
うところも出てくるだろうということを考えている。 
②は5事業所施設の有効利用では、北九州の処理エリアは17県など、5事業
所はそれぞれに処理エリアを決めている。しかし、事業所ごとに少しずつ施
設が異なるため、ある処理施設ではなかなか処理ができないが、別の施設に
持っていけば処理がスムーズにできるといったようなものが判明しつつある。
このため、得意な事業所で処理を行うことも考えられないかということを検
討している。 
 ③の2次廃棄物は、主に活性炭や防護服であり、かなりの量が出てきている。
安全対策の裏返しでこういったものが出てくる。一部濃度の高いものもある
が、濃度の低いものが大部分と考えている。これをJESCOで処理すると、本来
のトランス・コンデンサの処理が思うように進まないということがあるため、
無害化処理認定施設において、微量PCB汚染廃電気機器等の低濃度PCB汚染物
を処理している。無害化処理認定施設は、JESCOができた当時はなかったのだ
が、平成22年度から認定されてきており、その施設も活用していけないかと
いう検討を行っている。 
 ④はモチベーション向上やトラブル対策等、ソフト的な面やその他の対策
も行っていこうという検討をしている。 
 次のページの上のスライドの安定器等・汚染物は、プラズマ溶融で処理し
ているものであり、5事業所の現状をそれぞれ書いている。北九州は平成21年
から開始し、2号機も1月に操業開始した。北海道は建設をしているところで
あり、平成25年に操業予定である。豊田や大阪はまだ施設整備の見込みが立
っていない。東京は安定器のみの受け入れで、汚染物は未整備であるが、当
初からトランス・コンデンサの処理設備と一体で安定器の設備を整備した結
果、稼働に問題があるため、現在停止している状況である。 
 今後の整備の方向性については、国は豊田・東京・大阪エリアにおける処
理体制の確保に具体的に取り組む。その上で、北九州・北海道については、
自分のエリアの安定器等の汚染物の処理終了の見通しがついた時点で、全国
の残存している安定器等の量を踏まえた処理体制の方向性を判断するという
検討を行っている。 
 もう一つの資料について、補足説明を行う。1ページの検討委員会の目的は、
PCB廃棄物特別措置法施行後10年という法律で規定された検討を開始してい
るということである。 
 3ページの別添1について、委員は学識経験者、事業者団体等で構成されて
いる。また、自治体の監視委員長等として浅岡委員長にも、第2回、第3回、
第4回とJESCO関係の議論をする時に出席いただき、意見を述べていただいて
いる。 
4ページにオブザーバーということで、北九州市と福岡県などJESCO事業所
が立地する各自治体にも出席をいただいている。 
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5ページは、検討委員会全体の論点である。 
6ページの四角の中にアンダーラインが引いてあるところが、トランスやコ
ンデンサの処理の進捗状況が想定よりも遅れていることを踏まえ、原因が何
かといったことや、今後、処理のペースアップを行うためにどういった対策
が必要であるかを検討しているところである。安定器等・汚染物の四角の中
のところは、北九州と北海道以外の現時点で処理の見込みの立っていない地
域について、どのような処理体制の整備を図るかを検討しているものである。 
 9ページの別添3には、JESCOから処理の遅れの原因を説明してもらっており、
処理の複雑性や労働環境の制約といったことが書いてある。 
 10ページにグラフがいくつかある。これは、先ほど委員長からも話があっ
たトランスやコンデンサが設計に対して、どのくらいの実績が出ているのか
を視覚的に見やすいように整理したものである。棒グラフの一番上のところ
までは、本来の設計能力が出ていれば処理できたであろうといった計画値に
対して、紫色の部分が実績値となる。近年はかなり上がってきているが、操
業当初は不具合や操業停止があったため、処理がなかなか進まなかった時期
があった。 
 10ページの下のスライドを見ると、北九州事業所の能力としてはかなり出
ている。コンデンサの部分で、少し施設の設置が遅れたり、段階的にあえて
処理量を抑えてスタートさせたりしたことなどで遅れた部分があるが、かな
りの能力が出ている。遅れた理由は、入ってきたトランスは濃度に応じて予
備洗浄を行うが、当初の設計を大幅に上回る洗浄時間が必要ということや、
車載トランスなどは中にいろんなものが詰まっているため、洗うのに時間が
かかったということである。対策として、車載トランスの洗浄ステーション
を増設するなど、いろいろな試行錯誤を行っており、能力は上がりつつある
という状況である。 
 ほかの施設については詳しい説明は省略するが、それぞれの原因がまとめ
て書いている。 
 別添4にA3サイズのグラフがある。現在の実績値や、あと何台残っているか
は大体把握できているので、今の処理台数が毎年そのまま推移するとどうな
るかというのがこのグラフである。 
北九州のところを見ていただくと、大型トランスは年間40台を処理してい
る一方で、284台が残っている。このままの処理台数でいくと平成30年までか
かるだろうということである。ほかの事業所も見ていただくと、大型トラン
スは、豊田を除くと、どこも線が一番長い。大型トランスの処理は、洗浄に
時間がかかってしまうなど、いろいろ困難であることから、時間がかかって
しまうとの状況である。 
 小型トランスは平成28年まではみ出しているが、車載トランスは平成25年、
コンデンサは平成29年という状況である。当初の処理期限は平成26年である
が、政令の期限も越えてしまうという状況である。 
 豊田や東京で特にはみ出ている数字があるが、豊田では車載トランスの処
理が平成48年までかかる。車載トランスは新幹線のトランスが主なものであ
る。東海道新幹線の車両保管場所が静岡にあるため、豊田には700台ぐらいの
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保管量がある。北九州は105台、東京は9台しかないのだが、豊田だけが700台
と圧倒的に多くなっている。 
豊田では、車載トランスの処理に時間がかかり、平成48年までかかってし
まう。これは、PCB処理の国際条約であるPOPs条約で定める処理期限の平成40
年を超えてしまうことから、大きな課題と位置づけている。 
 東京では、大型トランスの処理に時間がかかってしまい、平成49年までか
かってしまうため、相当な対策が必要ということである。 
 また、豊田では、特殊形状コンデンサ約5,000台という記載があるが、現施
設では作業環境上の問題のため対策を検討中であり、処理が開始されていな
い。先ほど述べたように、施設の得意不得意が少しずつわかってきており、
対策を検討している状況である。これもどうにかしていかないといけないと
いうことである。 
 このような状況を受けて、17ページの別添5に今後の対策の方向性をまとめ
ている。アンダーラインのところになるが、基本的な考え方は大事にしたい
と思っている。また、非常にたくさんのご意見を各監視委員長等の先生方な
どからいただいている。平成28年という期限があるため、処理を早く終わら
せることは非常に大事なのだが、一方で、環境安全対策はないがしろにして
はいけない。環境安全対策があっての処理推進だということで、非常にたく
さんの意見をいただいているところである。今後も安全確保を大原則に行う
ことに加え、処理推進策も考えていくということである。 
 18ページの1番目のJESCOにおける操業の改善、設備改造等について、（1）
の律速工程の改善や効率化は、以前から行っているがこれからもやっていか
なければならないと考えている。（2）の処理施設の改造については、今まで
も小規模改造を行っているが、コンデンサの処理能力が向上したことなども
あり、東京のように平成49年まで処理がかかるところは、大きな改造が必要
と考えている。（3）は従業員のモチベーション向上やトラブル・災害対策な
どについてである。 
19ページの2番目の全国的な視点に立った5事業所施設の有効利用について
は、5事業所それぞれの得意不得意が徐々にわかってきているため、自分の事
業所で処理が難しいものは別の事業所に持っていくことで、何とか全体を前
倒しできればという検討を行っているところである。 
 二次廃棄物である活性炭や防護服などは、低濃度用の処理施設ができてい
るので、JESCOではなく外部の処理施設で処理していこうとの検討をしている。 
 21ページの処理促進策は、国の方で基本的な方針を出し、それに基づき
JESCOで試案を考えてもらった。21ページの下のスライドに1～3とあるのが主
な促進策である。改造やほかの事業所の得意能力の活用、外部の無害化認定
処理施設の活用などが書いてある。 
22ページに全体の絵を示しており、他事業所の得意能力を一部活用できな
いかを検討しているものである。 
 例えば、特殊形状コンデンサが豊田エリアにあるが、これを豊田だけで処
理するとなかなか難しいということで、コンデンサが得意である大阪と北九
州でも一部処理ができないかということである。 
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 また、新幹線は東京から九州まで走っていたのだが、豊田エリアに保管場
所があるため、車載トランスが圧倒的に多く保管されている。この処理を豊
田だけで行っていると、平成40年も大きく超えてしまうため、北海道を除く4
事業所で一部処理ができないかということである。 
 23ページに、これらの対策を仮に導入した場合にどうなるかという試案が
ある。北九州では、豊田の車載トランスやコンデンサを一部処理するものと
して考えると、平成30年までかかる。もともと大型トランスは平成30年まで
かかりそうだというグラフを先ほど説明したが、車載トランスやコンデンサ
を仮に処理したとしても、平成30年までには終わるだろうと考えている。 
一方、豊田は平成48年までかかるということであったが、仮に車載トラン
スを各事業所で一部処理できれば、平成30年までとなり、18年短縮できるだ
ろうと考えている。 
東京と北海道については、平成35年ぐらいまでかかるのではないかとの検
討を行っている。 
 25ページの別添8では、安定器・汚染物の処理体制の方向性をまとめている。 
（1）の基本的な考え方は、現時点で処理の見込みが立っていない地域では
いつまでも保管しなければならないため、長期保管により紛失等の懸念があ
り、早期に体制の整備を確保していかなければならないということである。 
 （2）の現状の認識については、北九州は稼働しているが、北海道では建設
中、それ以外は見込みが立っていないという状況である。 
 26ページの今後の処理体制の整備というところだが、北九州や北海道で自
分のエリアのものがある程度処理ができた後、仮に豊田・東京・大阪の安定
器や汚染物を北九州や北海道に持って行った場合、高圧トランスやコンデン
サを処理する期間内ですべての処理が終わるとすれば、これは望ましいこと
である。操業施設で仮に処理がすべて終わるならばそれが望ましいのではな
いかということである。 
国が豊田・東京・大阪エリアにおける処理体制の確保に具体的に取り組む
前提で、北九州・北海道については自分のエリアの安定器や汚染物の処理見
通しがついた時点で、国は処理体制の方向性について判断するといったこと
を、現在検討しているところである。 
27ページの別紙にて、豊田・東京・大阪エリアの約8,800トンを北九州・北
海道に持っていった場合、4,000トンぐらいは処理ができ、5,000トンぐらい
が残ってしまうだろうと試算している。 
 
○環境省 
 今の説明は、検討委員会においていろいろな仮定を元に議論しているとの
報告である。この後、何回か検討委員会が開かれるが、様々な課題について
もう少し議論した上で、年度が変わった後は、具体的なとりまとめに入りた
いと考えている。 
 その結果、まとめられた検討委員会の提言を踏まえ、最終的にどのように
各自治体の皆様方にお願いするかは、環境省として判断しなければならない。 
その際、特に地元の皆様方、北九州事業では北九州市や福岡県などの皆様
方としっかりコミュニケーションを取りながら、全く同意なしに一方的にお
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願いすることは、あってはならないと考えている。きちんとコミュニケーシ
ョンを取りながら、本当に必要なものはお願いしたいと考えている。 
皆様方の意見等もしっかり受け止め、しっかりと行っていきたいと思うの
で、その前提で検討委員会での検討事項を順次報告させていただきたい。 
 
○委員長 
Ｑ： 委員からコメントを求める前に、私の意見を述べる。 

まず、端的にいうと、追加資料(2)の 15 ページの内容が国の検討委
員会に急に出てきているが、このような見積りが一人歩きし、監視委
員会に報告のないような事項が国の委員会に出てくること自体が、非
常に不満である。 

   年間の処理台数として、大型トランス 40 台、小型トランス 232 台、
車載型トランス 41 台、コンデンサ 6,087 台という推算が出ており、こ
の数字は実際確度の高いものだが、先ほどの稼働率に関する JESCO の
答えと照らし合わせると、どんな値になるか。 
先ほどの稼働率の説明では、１回の投入量が何台、何個だという話
が統一されていなかったが、このような見事な資料が存在し、その数
字を根拠に処理年数が推定されているわけである。このように答えて
いただければ、我々も資料がどの程度の確実性があるかを推算できる。 

   このことに関して、市民はきちんとした情報を得たいと思っている
と思う。国の委員会にこのような数値は出せても、地元の監視委員会
で数値の精度や意味が説明できないのは、少し問題があると思う。 

 
○環境省 
Ａ： 最初に、環境省から資料提出の背景について説明したい。まず、高
圧のトランス・コンデンサについて、具体的にどのような対策を進め
ていくかの前提として、現状はどうかということを、とにかく積算し
てみなければならない。 

   本来は、委員長から話があったとおり、各監視委員会にきちんと説
明した上で、国の検討委員会に数字を出すことが前提になると思う。
しかし、それを待っていると検討自身が進まないこともあり、その点
については、各監視委員会の委員の皆様方に申し訳ないと思っている。 

   さまざまな仮定を置いた上で、現状の数字を仮に置いてみたらこう
だということで、これをまずベースにし、いろいろな対策をとったら
どうなるかを、現在詰めている最中である。そのため、現状を細かく
分析した場合にどうなるかについては、改めて監視委員会などの場で
JESCO から数字を示させていただくことになると思う。 
そういった前提でご理解いただければということを、最初に申し上
げる。 

 
○委員長 
Ｏ： 監視委員会の初期の段階では、設備を作って本当に期限までに終了
できるのかということを何回か議論・確認したと思う。それがここ 1
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年間ぐらいは立ち消えになり、今回、急に出てきたという経緯がある。
もう一回改めて、今の運転状況ではどうか、安全性をきちんと担保・
確保しながらではどうかということが、監視委員会で注目する事項だ
と思う。 

   もう一つ、北九州事業所の得意分野や不得意分野という話が出てい
た。そのような話は委員の方々はご存じないと思うので、JESCO はき
ちんと説明する責任があると思う。今までの JESCO の処理は非常に優
れており、ほとんど問題を起こさず、きちんとやってきたと思ってい
る。それが現実なのだが、取って付けたように不得意分野が急に出て
きた。それを説明していただかないと、我々は非常に難しい。 

   端的にいうと、環境省から説明のあった VTR の話では、活性炭の吸
着塔を前に持ってきたことで、活性炭の処理がなかなかスムーズにい
かなかったことから、この分野は不得意分野とされている。しかし、
先ほどの JESCO の話を伺っていると、タールや活性炭の処理はバラン
スがとれているし、これまで貯まった分の処理だけを考えればいいと
いう話であれば、これは不得意分野ではないと思う。ところが、「処理
ができない状態は不得意分野」という解釈で、環境省の委員会で話が
進んでいることも事実である。そのことも、話の筋としてはきちんと
していただかないと問題が大きいと思う。 

 
○委員 
Ｑ： 素人的に質問するが、監視委員として豊田を視察した時、少し特異
な施設で車載型を中心に行うという話を確か聞いたと思う。ここに数
字が挙がっているように、700 台近くの車載型があると聞いた。この
数字は、新幹線や大手企業など、当然最初からわかっていた数字です
よね。ここに出ている年間 27 台。単純に考えても 30 年未満かかる。
素人が考えてもそう思うが、結果論として、豊田で車載型トランスを
年間 27 台しか処理できないということは、最初から想定できなかった
のか。 

   もう一つは、東京での安定器の処理については、稼働に問題があり
停止中となっている。停止中というのは、何年から停止中で、どうい
う問題があって停止しているのか。今後、稼働させるのか。それとも
やめてしまうのか。その辺を説明していただきたい。 

 
○JESCO 
Ａ： 一点目の豊田の車載トランスについては、処理しなければならない
車載トランスや新幹線ひかり号のトランスなど 800 台程度が、当初よ
り浜松市の JR 東海に全部集められていた。東京から博多までずっと走
ってきた新幹線のトランスを、一ヶ所に集めてきたということである。 

   当初は、期限内に処理しようという計画が立てられたが、設計し、
実際に試運転等をしてみたところ、予備洗浄に非常に時間がかかった。
予備洗浄とは、トランスを解体する前に、作業者が実際に中をある程
度きれいに洗って濃度を下げることで、後工程の労働者における作業
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環境上の暴露の確率が高くならないようにしているものである。通常
のトランスと比べ、車載トランスは特にコンパクトに密に作ってあり、
試運転の結果、予想の濃度に下げるまで、考えていたよりも 3 倍程度
の時間がかかった。 
北九州も同様の問題があったが、比較的敷地に余裕があったことも
あり、試運転の段階から洗浄スペースを 3 倍に増やすなどの対策が採
られてきた。 

   一方、豊田では、JESCO 以外に民間の車両メーカーでも PCB の処理
を行う話があったこともあり、すぐに改造ということには至らなかっ
た。豊田は、土地が非常に狭く 7 階建てで増設できる場所がない。そ
のようなことで、当初の設計でやろうと思っていたことが、途中の改
造等もできずに、今に至ったということである。 

   それから、東京の安定器に関しては、平成 12 年頃に八王子の小学校
で 5月と 10 月の 2回にわたり、天井の蛍光灯安定器が破裂して児童が
頭から PCB を浴びる事故があった。とにかく何とかしなければならな
いということで、閣議了解のもと、平成 13 年度末までに全国の小学校
や病院など、さまざまな機関のものを集めたわけである。その時点で
考えられる技術を総動員した上で、何とか同時並行で安定器を処理し
なければならない。途中の段階でも使える技術は使うということで、
トランスやコンデンサと同じように、PCB 油は液処理、外側は洗浄と
いうシステムで始めた。しかし、安定器に詰まっているアスファルト
の問題で、試運転当初から機械が詰まったり、洗っても洗浄できない
という問題が起こり、改造を加えてきたが、全体の 1％程度しか処理
できないまま受け入れを中止した状況である。 

   その後、新たな技術がどんどん開発され、安定器の外側や PCB がし
み込んだ充填物、アスファルト、樹脂、それから中に入っているコン
デンサも一緒に適切に処理可能なプラズマ技術ができたので、北九州
からはプラズマが導入されたところである。 

 
○委員長 
Ｏ： 今の説明を補足すると、北九州のプラズマ溶融技術は東京のある意
味での失敗を教訓に、東京の技術とは違う、より確実性のある技術と
して 1 号機をまず入れて処理できることを確認した。そして、2 号機
を設置し試運転が終わり、現在は稼働できる状態になっている。わか
りやすくいうと、そのような事実状況である。 

   豊田に関しては、我々も見たように人が少ない。この処理は非常に
人出のかかる処理技術であるが、豊田は自動化が相当進んでおり、こ
の種の前処理にそぐわないような処理施設になっているというのが事
実である。 

 
○委員 
Ｄ： 私の方からこの問題について、いくつか発言をしたい。北九州市環
境局から PCB の問題について西日本新聞に出ていた記事のコピーが 1
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月 31 日に送られてきた。私は、まず第一に、国の検討委員会があるこ
とも知らなかった。環境局からもそのようなことが始まったなどと何
も連絡がなかったし、JESCO からもなかった。今日初めて国の委員会
で論議されていることを知った。新聞記事の中では監視委員の言葉が
載っており、私も全くそのとおりだと思った。北九州市民をこんなに
ばかにしたことは、もう絶対許されないと思う。 

   私自身も、若松で生まれ、若松の学校を卒業して、若松市役所に入
職した。このような内容のものが新聞で報道されて、「お前は知らんか
ったのか」と言われた。国のやり方、それから北九州事業所のとった
態度、特に北九州市環境局が監視委員に資料を全く送ってこなかった
ことについて、腹が立ってしょうがない。これは、今の私の気持ちで
ある。 

   私たちは若松に施設ができる時から、いろいろなかたちで市に要望
をしたし、そのほかの団体や自治会の方々とも一緒になり、17 県の処
理を全部ここで行うということで始まった。しかし、先ほどから報告
があるように、東京や豊田のことなどを聞くと、「何だあれは」と感じ
る。私も豊田に行ったが、町の真ん中にあんな工場ができたことで、
絶対何か問題は起こると思った。その時は浜松からトランスを持って
来るなどと聞いたが、そんなことが本当にできるのだろうかというよ
うにも思ったし、東京の場合もそのとおりである。 

   地域住民の健康や環境を本当に守るため、国はもっと責任を持って
やるべきだと思う。特に北九州は全国で一番最初に事業所をつくり、
これまでいろいろなかたちで、いろいろな場所で話をしてきた。その
点では、北九州市環境局もこれまでの監視委員会の役割をもっと知っ
てほしい。 

   最後に、北九州市議会が 3 月に始まるので、この問題について、全
議員に急いで配ってもらい、このように話が進んでいるということを
知らせてもらいたい。そして、北九州市はどうするのかということを
含め、監視委員会とともに検討していきたいと思う。 

   若松の住民としては、「もうこれ以上、危険物の取扱いはやめてほし
い」というのが本当の願いだと思う。処理が行われていないところを
もっと動かすような指導を、国はやるべきである。「よそがしないから、
みんな北九州に持っていけ」ということは、絶対に許されない。それ
が私の気持ちである。 

 
○委員 
Ｄ： 今委員が述べたことと全く同感である。国の委員会資料の今後の主
な対策の 2 番目に、「事業所施設の有効利用」という項目があるが、
この項目は若松区民にとって、非常に気分を害するような表現である。 
今後どのように話が進むかわからないが、過去の経緯等を踏まえる
と、我々が受け入れたとおり岡山以西 17 県だけは、最後まで死守した
いと思っている。先ほど委員長も述べたように、何か順序がずいぶん
ずれているような感じがするし、非常に気分が悪い。 
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○委員 
Ｏ： 先ほど委員長からも話があったが、このような事業について、得意・
不得意が出てきたこと自体が何か不思議であり、なぜそれが出てきた
のかと思う。それを説明すべきだと思う。ただ単に、処理に手間取っ
たとかでは、理由になっていないのかなと感じる。 

 
○委員長 
Ｑ： この件に関して、北九州市の基本的スタンスを説明していただきた
い。 

 
○北九州市 
Ａ： 委員の皆様方から非常に厳しい意見をいただき、連絡が遅れたこと
は、この場を借りてお詫びする。 
国の検討委員会は、昨年 10 月から議論が進んでいたが、別に隠そう
という意思があったわけでなく、監視委員会において、環境省からき
ちんと説明していただき、まだ検討の段階だが、それについて議論い
ただこうという予定であった。その時、新聞の方に先に記事が出たの
で、報告が前後した。新聞報道がなくとも、実際は今回の監視委員会
で報告する予定であった。 

   北九州市の PCB 処理に対する基本的な考え方は、平成 27 年 3 月まで
に 17 県の処理を完了させるということであり、その前提で、事業者に
対する指導を強めているところである。順番的には、当然ながらまず
市内分をきちんと処理する。それから、17 県についても処理を早める。
これは福岡県と一緒に広域調整協議会において、他県に対し強く要請
しているところである。 

   他県は北九州と違い温度差があり、PCB 処理に関して、北九州のよ
うに強い気持ちをあまり持っていないところがあるので、広域調整協
議会では、私どもの方から「平成 27 年 3 月が期限なので、事業者を指
導して早めてほしい」ということを、先日、強く要請したばかりであ
る。我々としては、平成 27 年 3 月の約束期限に向けて、全力を挙げて
いきたいと考えている。 
国の検討委員会で現在議論していることは、環境省から先ほど説明
があったように、議論を踏まえ夏以降に方針を決定するということな
ので、方針が出てからそれをきちんと理解した上で、皆様方と一緒に
議論しながら、受け入れについて検討していくスタンスである。 

 
○委員長 
Ｏ： このような環境関連設備の設置は、アセスメントが非常に重要な事
項だと思う。それが基本であり、それなしに話が進むことはあり得な
いというのが、私の考えである。 

 
 



 28 

○委員長 
ほかに意見がなければ、事務局に進行をお返しする。 
 

○事務局 
  それでは、以上をもって第27 回北九州市PCB 処理監視委員会を閉会とする。 
 
〔終了〕 


